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2023年は多くの雇用関係の政策が開始し、重要な法令の改正もあります。近年は働き方改
革の影響で法改正が多かったものの、2023年は「職場の働き方のルール」という意味での雇
用関係の法改正数は減っていると言えます。ただしこれは変化が少ないということではなく、
雇用関係の政策の量や内容は増大しています。

例年、人事・労務業務の動向を押さえる際は雇用にまつわる法改正について把握する方法
が有効でした。しかし2023年はそれだけでは不十分であり、雇用関係の政策やガイドライン
も含めて押さえる必要が出てきました。雇用に関する重要なトピックが、法改正に留まらず「人
への投資」「ビジネスと人権」等経済や国際的な政策全般に広がっているためです。

よって本資料では、厚生労働省だけでなく、経済産業省や法務省等行政全般が発出する情
報を対象として、人事・労務が押さえておくべき以下3つのトピックに分類して紹介します。
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近年、働き方改革の政策の中で「多様な働き方」を可能にする社会の実現が進められてきました。
2023年はさらに徹底され、新しい動きも起こると言えます。注目すべきは次の3点です。

近年の雇用ルールの
整備が完了

男性の
育児休業取得率の開示

雇用現場の
デジタル化推進

60時間を超える時間外労働について、中
小企業への割増賃金の適用が4月1日に
開始。

近年続いていた雇用や時間外労働の規制
について、施行予定だった重要法令の整
備が完了したと言えます。

育児・介護休業法で男性の育休取得率の
開示が法定されます。

これはTOPIC-2の人的資本経営の「情報
開示」にも関わる動きであり、個別の企業
における人的資本経営の課題設定と改
善・開示の政策が本格的に始まることを
意味します。

雇用関係のDXとも言える、給与のデジタル通
貨払いの省令が4月1日に施行予定です。現
状ではまだ不明確な部分も多いですが、現金
払いと銀行口座振り込み以外の決済方法が可
能になる重要な変革であり、既に行われてい
る労働条件通知書のデジタル提示等とともに、
デジタル関係の雇用変革の1つと言えます。

新しい働き方・働き方改革の進展
TOPIC-1



中小企業

中小企業における60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ

中小企業においても、月60時間を超える時間外労
働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。
大企業へは2010年4月に適用済でしたが、中小企
業においては今までは猶予期間となっていました。こ
の改正で大企業・中小企業ともに50%への引き上げ
となります。
36協定の限度時間である45時間を超える時間外労
働（特別条項による時間外労働）については、既に
働き方改革関連法の中で1年間のうち6ヶ月以内と
なり、上限時間も設定されました。
法定労働時間を超える残業は、健康に大きな悪影響
があるのみならずメンタルヘルス上の疾患の原因に
もなるため、適切に管理しなくてはなりません。

概要

今までの給与計算方法では割増賃金に不足が生じるため、新たな要件を設定し、月60時間を
超えた時間外労働の部分については料率を変えて計算を行う必要があります。人事・労務は
この運用や整備・改善を行わなくてはなりません。
また、月60時間以上の時間外労働が常態的に生じている企業では人件費が増えるため、抑
制のための施策も必要でしょう。深夜（22:00～5:00）の時間帯に月60時間を超える法定時
間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25％以上＋時間外割増賃金率50％以上＝75％
以上となるため、計算方法が変わることにも注意が必要です。

人事・労務の仕事にどう影響する？

改正された法律名 労働基準法

対象

令和5年4月1日施行施行日



男性の育児休業取得率の開示が義務化

育児・介護休業法の改正により、男性の育休取得を
促進させるべく2022年に「出生時育児休業」が制
定されました。また、出生時育休と通常の育休を併
用することで育休の分割取得が可能となり、制度の
柔軟性も向上しています。

こうした法改正を受けて、全企業に努力義務、従業
員数が1,000人超の企業については義務として、男
性の育休の取得率開示が義務化されます。趣旨とし
てはTOPIC-2の「人的資本経営」と密接に絡む法
改正ですが、働き方改革を徹底する狙いもあります。

概要

常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表し
なくてはなりません。
具体的には「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」の
いずれかの割合を公表する必要があります。インターネットの利用かその他適切な方法で、
一般の方が閲覧できるように公表することとなっています。
※なお、2022年に新しく開始された出生時育児休業も「育児休業」に含みます。

従業員数が1,000 人超の企業（義務）、全企業（努力義務）

改正された法律名 育児・介護休業法　

対象

令和5年4月1日施行施行日

人事・労務の仕事にどう影響する？



給与のデジタル通貨払いの解禁

2023年4月に、いわゆる「給与のデジタル払い」
の解禁が決まっています。給与のデジタル払いとは、
企業が銀行の口座を介さずに、スマートフォンの決
済アプリや電子マネーを利用して給与を支払うことで
す。「○○ペイ」という名称の決済サービスが多く存
在していますが、これらで給与を送金することが可能
になるのです。これまで、給与は通貨による支払い
を原則としていましたが、キャッシュレス決済が広まる
時代に合わせた変化だと言えます。
具体的な許認可のルールは2023年4月の施行に向
けて厚生労働省から順次公開されるものとみられま
すが、事業者の登録等の関係で運用可能になるのは
4月以降しばらく経ってからだと思われます。

概要

新しい法令であり、全ての企業ですぐに対応が必要ということではありませんが、報道で大き
く取り上げられることも考えられるため、従業員からの質問に応えるような体制は必要でしょう。
また、実際にデジタル払いが解禁しても、全従業員がデジタル払いに統一されるわけではなく、
当面は今まで通りの方法かデジタル払いかを選択するようになるでしょう。よって事業者はデ
ジタル払いに対応するとともに、銀行口座の利用も継続しなくてはなりません。全体として試
験的な制度だと言えます。しかし、銀行口座を持たない外国人や短期の労働者への迅速な決
済は社会的ニーズとして大きいため、今後の動向に注意が必要だと言えます。

改正された法律名

参考リンク

労働基準法

対象

令和5年4月1日施行施行日

全企業

資金移動業者の口座への賃金支払（賃金のデジタル払い）について ｜ 厚生労働省 

人事・労務の仕事にどう影響する？

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html


人的資本経営の実施
TOPIC-2

人的資本経営とは「現代の企業における人材
戦略上の重要な内容（＝人的資本）を捉え、中
長期の課題設定と解決を経営の基軸とし、働き
やすく成長する企業を作る。かつ、それを制度
的義務や経営目的に応じて開示する」という経
営方法です。2022年に政策として急速に進め
られました。
情報開示においては「義務」と「任意」があり、
省庁横断の多くの政策により成り立っています。
TOPIC-2では、金融商品取引法で定める有価
証券報告書における人的資本の情報開示につ
いての改正の内容と、2022年後半に発出され

た「『ビジネスと人権』に関する行動計画」「責
任あるサプライチェーン等における人権尊重の
ためのガイドライン」について取り上げました。
有価証券報告書へ記載する「人的資本」の項目
は、多様性の確保を目的とした人材育成方針・
社内環境整備方針となり、多様性は女性活躍
推進関係の項目で表現できます。また「『ビジネ
スと人権』に関する行動計画」の内容は、特に
人的資本経営の「コンプライアンス・労働慣行・
ダイバーシティ」等と関係が深い内容です。これ
らは、人的資本経営の課題の把握の方向性を
示しているものと考えられます。



補足

人的資本経営関係の行政発表資料 既に施行されている人的資本に関する情報開示

行政の発表資料や施行制度から読み解く、
人的資本経営の動向

2022年6月に「新しい資本主義の実行計画」が発出され人
的資本経営が重要な位置づけとなり、政策実行に至る詳細
なプロセスが示されました。また「人材版伊藤レポート2.0」 
では人的資本経営の考え方が、さらに「人的資本可視化指
針」では参照すべき情報が集約され、各論まで明らかにな
りました。

こうした中で、以前から行われてきた女性活躍推進法や次
世代法における労働関係の情報開示が追加で整備され、男
女の賃金格差や男性の育児休業取得率開示等のように、義
務的な内容がさまざまな法律で規定されています。2023年
はさらに整備が徹底され、金融商品取引法の改正で上場企
業における3月決算以降の人的資本の情報開示が義務化さ
れます。

人的資本経営については、既に以下のような内容の法制度が施行されています。この資料では2023年に
クローズアップされる法制度として、令和5年3月決算以降の有価証券報告書での情報開示を義務化する
金融商品取引法と、ビジネスと人権に関わるガイドラインを特に取り上げますが、人的資本の「制度開示（法
令上の制度となっている人的資本の情報開示）」全体が重要ですので、よく内容を確認しましょう。

▼制度開示のうち、雇用関係の法令や制度の改正で定められた事項　※全企業対象、人数要件があるものもある
● 男女・正規/非正規社員の賃金差の開示義務 2022年7月に府令改正済、開示は今後
●副業・兼業についての情報の開示義務 2022年7月にガイドライン改定済
●男性社員の育児休業取得率の開示義務 2023年4月の法改正として今回掲載
●健康経営と健康情報の情報開示の強化 義務ではなく任意、方針に沿って実行中
●中途採用比率の開示義務 2021年4月に施行済
●育成・リスキリング強化についての助成金等の政策強化 2022年に整備し、既に実施されている

※前提として、近年増えている「措置」が定められている法改正や、女性活躍推進法・次世代法の情報開示、一般事業主行動計画の規定義務等の制
度全体も人的資本経営と強いつながりを持っており、一体的に押さえる必要があると考えられます。



有価証券報告書における人的資本関係の情報開示を義務化

金融商品取引法の内閣府令が改正され、2023年3月31日
以降の決算期の有価証券報告書において「サステナビリティ」
「コーポレートガバナンス」「人的資本」に関する情報記載が
義務化される予定です（2023年1月時点の情報）。金融審
議会で2022年の初めから検討されていた開示案とほぼ同じ
内容になりました。

人的資本の項目では、人材の多様性の確保を含む「人材育
成方針」と「社内環境整備方針」の記載が求められています。
多様性の項目では、改正された女性活躍推進法、育児・介
護休業法に基づき「女性管理職比率」「男性の育児休業取
得率」および「男女間賃金格差」を公表している会社とその
連結子会社に対して、これらの指標を有価証券報告書等に記
載することとしています。

概要

改正された法律名 ●金融商品取引法　●女性活躍推進法　●育児・介護休業法

今回決められた項目については、単に数字を開示するだけではなく補足的な説明も
事実上必要です。開示が義務化された項目に関しての具体的な分析や課題設定が重
要になります。そのため、男女別の活躍やライフイベントに対応する社内環境の整備
等、広義のダイバーシティの実態や整備状況を把握しなくてはなりません。まずはこう
した方向性に留意して人材戦略を検討し、開示内容を検討する必要性があります。

対象

令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から
適用予定　※男女の賃金格差については女性活躍推進法で開示義務の生ずる2023年7月決算以降施行日

上場企業

参考リンク 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について ｜ 金融庁

人事・労務の仕事にどう影響する？

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html


日本企業における人権尊重の強化

2020年10月に、省庁横断で日本政府が「『ビジネスと人権』に関する行
動計画」を策定しました。政府は日本企業に人権尊重の責任を果たし、ま
た効果的な苦情処理の仕組みを通じた問題解決を期待するとともに、その
ような取り組みを進める日本企業が正当な評価を得る環境づくりを目指して
います。コンプライアンス等の広い観点での取り組みであり、人的資本の
情報の任意開示指標とも強いつながりを持ちます。

また2022年9月に省庁横断で政府から発出された「責任あるサプライチェー
ン等における人権尊重のためのガイドライン」では、企業が人権対応を進
めるための具体的な方針を示しています。企業における人権デューデリジェ
ンスの実施を後押しする内容であり、日本で事業活動を行う企業は、企業
規模や業種に関わらず、人権に配慮することが求められるとの内容です。
2023年はこうしたガイドラインが一層整備され、「ビジネスと人権」につい
ての制度も充実するでしょう。

概要

企業規模を問わず、まず経営陣のコミットメントを得た上で、ステーク
ホルダーとの対話を重ね、取引先との関係を維持しながら問題の防止・
軽減に努めることが重要です。その上で、取引停止を「最後の手段」
と位置付け検討しなくてはなりません。こうした内容について企業とし
てどのように対応するか、特に取引先企業のポリシー等も留意して決
め、順次実行していく必要があると思われます。

ガイドライン名

全企業対象

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

参考リンク 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン ｜ ビジネ
スと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議

人事・労務の仕事にどう影響する？

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/dai6/siryou4.pdf


① スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築
② スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化
③ オープンイノベーションの推進

スタートアップ企業に対する支援策の充実
TOPIC-3

2022年11月に、新しい資本主義実現会議で「スター
トアップ育成5か年計画 」の案が発出されました。5
年間をかけて10兆円の予算投下を予定する大型の政
策パッケージとなり、政策として特に注力されるもので
す。
現状、日本におけるスタートアップ企業の成長率は低
く、ユニコーン（時価総額1,000億円以上の未上場企
業）の数も欧米に比べて少ないことが問題視されてい
ます。そこでエコシステムを整備し、将来的にユニコー
ンを100社、スタートアップを10万社創出し、我が国
がアジア最大のハブとして世界有数のスタートアップ
集積地となることを目指すとしています。

特に重視されるのが「スタートアップの担い手の育成」です。つまり、人材育成等人への
投資であるため、企業の人材戦略全般に影響します。政策全体としてはスタートアップへ
の投資や出口戦略の充実を図るものとし、次の3点を軸に置いています。

5か年計画は上記の3つを軸として多岐にわたる内容ですが、TOPIC-3では特に人材育
成・雇用に近い政策をピックアップして解説します。

※引用「スタートアップ育成 5か年計画」p.3

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryou1.pdf


若手人材の育成の場の工夫

職業選択として起業を選ぶ日本人の割合は先進国・主要国の中でも低い
ため、10～20代の若い時期からスタートアップ人材の育成を進める必要
があるとされています。そこで政策として若手人材の発掘・育成のため以
下のような方針が決定しています。

● メンターによる支援事業の拡大・横展開
IT 分野では「未踏事業」において、産業界・学界のトップランナーが、
メンターとして才能ある人材を発掘・指導しています。この育成規模を「年
間70人」から5年後には「年間500人」へと拡大します。
● 海外における起業家育成の拠点の創設
起業を目指す若手人材20名をシリコンバレーに派遣する事業について、
規模を5年間で1,000人に拡大。さらに、シリコンバレーとボストンに日本
のビジネス拠点を創設します。

概要

スタートアップ企業や新領域での事業開発を目指す企業は注目すべきで
す。それ以外の企業でも、こうした施策を参考にしてイノベーションを目
指す組織としての育成方針を決定したり、採用においてこうした人材へ
のアプローチを行ったりすることが有効だと考えられます。また、本項目
のような人材育成が行われることに留意し、競合した領域の知見のある
人材を採用する場合に留意した広報が大切です。企業間の事業連携に
おいてもこうした育成制度を活用すべき場面があり得ると思われます。

全企業　※育成施策の参考にしたり、広報や採用で情報を引用したりすることを含む対象

参考リンク スタートアップ育成５か年計画｜新しい資本主義実現会議（第13回）資料 1 ｜
内閣官房

人事・労務の仕事にどう影響する？

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryou1.pdf


再チャレンジ・スタートアップへの労働移動の支援

スタートアップ企業を創設したり、他の企業に属している労働者をスタートアップで働き
やすくしたりするため、再チャレンジを支援する制度活用や副業兼業、専門家活用の促
進等が行われます。例えば、次のような取り組みが考えられます。

▶ 2022年に改正した雇用保険法で「起業して事業を行っている間は最長3年まで、失業手当の受
給期間に算入しない」という制度が創設されたため、この制度の利用拡大を図る。

▶ 国内の起業家コミュニティの形成を促進するため、規制改革やインキュベーション施設等の整備
を行う。

▶ 労働者におけるスタートアップへの労働移動の機会を増やすため以下について実施する。
　-「労働移動円滑化のための指針」を2023年6月までに取りまとめる
　- 人材を送り出し、受け入れる企業を支援する
　- 大企業から出向する形での起業への支援を強化する

▶ 経営・法務・知的財産等の専門家による相談対応や支援を強化し、スタートアップの事業化を
サポートする。また、ベンチャーキャピタルを通じた知財戦略専門家とのマッチングを強化する。

概要

スタートアップ企業では他企業との連携の推進、
それ以外の企業ではスタートアップと連携したイ
ノベーション力向上等を図るための体制や環境整
備が必要です。そのために具体的な施策の活用
をしましょう。

全企業対象

参考リンク

人事・労務の仕事にどう影響する？

スタートアップ育成５か年計画 ｜ 新しい資本主義実現会議
（第13回）資料1 ｜ 内閣官房

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryou1.pdf


組織や事業におけるWeb3.0の活用促進・支援

ブロックチェーン技術を用いたWeb3.0の推進や、ビジネス手法としての活用が官民で
注目されており、政策としても特に注力されます。このWeb3.0を活用したDAO（分散
型自律組織）は新しい組織形態・働き方として注目されており、具体的には以下のよう
な方針が掲げられています。

● 地方創生や社会課題の解決に向けた活用のため、DAOの便益と課題を早急に整理する。

● デジタル技術を用いたアートやゲーム等のコンテンツビジネスを国際展開するべく、ユースケー
スの発掘や支援をする。

● ブロックチェーン技術に限らず、デジタル関連の先端技術を担う人材を国内で確保・育成する。

● 海外人材の呼び込みのほか、民間と連携した国内外のWeb3.0人材の交流機会の創出等、海
外人材が活躍するための環境整備を行い、高度な技術や専門知識を持つ海外人材と日本の
スタートアップの協業を促す。

概要

民間でも、Web3.0関連の事業には大きな期待が寄
せられ、投資も活発になっています。組織形成の方
法としてのDAOの活用、自社事業での外部人材の
活用等を実現する仕組みの検討が有効だと考えら
れます。

全企業　※知見や技術を応用し活用することを含む対象

参考リンク

人事・労務の仕事にどう影響する？

スタートアップ育成５か年計画 ｜ 新しい資本主義実現会議
（第13回）資料1 ｜ 内閣官房

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryou1.pdf


社会的起業のエコシステムの整備とインパクト投資の推進

スタートアップの起業の動機として多いのが「社会的な課題を解決したい、社会の役に
立ちたい」という思いです。そこで、社会的な課題の解決を意図した創業を促進するため、
以下のような方針が掲げられています。

● 国内大学における社会的起業家に関する教育プログラムの開発や、ネットワークづくり等を支
援することで、社会的起業家の育成拠点を作る。

● 社会的起業家を目指す若手人材を海外に派遣するプログラムを整備する。 
● 課題先進国であることを逆手に取り、社会的課題を成長のエネルギーと捉え、解決していく仕
組みを作る。

● 公的役割を担う法人形態や既存の法人形態の改革の検討、国際認証を踏まえた社会的起業家
の日本版の認証制度の創設を検討し、インパクト投資の推進と社会的企業への支援強化を図る。

● 社会的起業家の支援として、公共調達の優遇や地方自治体との連携、ふるさと納税・企業版
ふるさと納税の活用、ファンドの支援等を検討する。

概要

政策としてこうした動きがあることに留意した採用広
報の実施や、事業目的との接続性を考えた技術人
材の育成、ミッションの創造が必要です。またその
他さまざまな機会を自社で活用することを狙い、外
部連携を含めた事業戦略や人材戦略を実行するこ
とが必要だと考えられます。

全企業対象

参考リンク スタートアップ育成５か年計画 ｜ 新しい資本主義実現会議
（第13回）資料1 ｜ 内閣官房

人事・労務の仕事にどう影響する？

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryou1.pdf


SmartHRひとつで、 
人事・労務の業務効率化も 
データ活用による組織改善も実現
人事・労務業務を効率化しながら自然と蓄まった人事データ
を一元管理。さらに、蓄まったデータを活かすことで、効果
的で納得感のあるタレントマネジメントや組織のパフォーマ
ンス向上へと繋げることができます。 

「すべての人が気持ちよく働ける」社会を目指して、
SmartHRは人事・労務業務の効率化からタレントマネジメ
ントまで、シームレスに実現します。

詳しくはこちら

https://smarthr.jp/resources/tv-campaign?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
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SmartHRで業務効率化を行うことで 
必要なデータが自然と集まる仕組みができ、 

「人事データをいつでも活用できる」状態をつくりだせます

活用できる

手続きだけでなく、人事
に関わるあらゆるシーン
で活用できます

従業員

集まる

従業員が労務・人事に関わ
る情報を直接入力。 
もうハンコも紙も不要です

採用

人員配置

人材抜擢

人材育成

制度改定

組織開発

蓄まる
タレントマネジメント

等級 職種

評価結果

エンゲージメント

キャリア希望入退社情報

部署氏名

役職 雇用形態

性別 勤怠 給与

労務管理

人事 
データベース



SmartHRをもっと詳しく知るために

https://smarthr.jp/

SmartHRの詳細を見る

https://smarthr.jp/event/

イベント・セミナー案内を見る

SmartHRの特徴や導入事例を 
多数掲載！

お役立ち情報満載の 
イベントやセミナー動画など 
各種コンテンツをご用意。

課題解決のヒントが 
見つかります！
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